
業務委託契約におけるスライド条項の運用手順フロー図 
 

期限等 手続の流れ 使用書式 
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14
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月
以
上 

12
⍾
月
以
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様式２ 

様式３ 

様式４ 

様式５ 

様式１ 

公告等にスライド条項の 
対象であることを明記 

受注者は契約金額内訳 
書を発注者へ提出 

労務単価 

の改定 

発注者又は受注者から 
請求 

残業務量の算定 
スライド額の算定基準日 

発注者から受注者に通知 

受注者は異議がなければ 
承諾書を提出 
14 日以内に協議が整わ
ない場合、発注者がスラ
イド額を決定し、受注者へ
通知 

入 札 等 

入札公告等 

契 約 締 結 

履 行 開 始 

請求日から７日以内に 
発注者から受注者に通知 
 

基 準 日 

スライド額の算出・協議開始 

スライド額の確定 

スライド協議の請求（請求日） 

履 行 期 限 

変更契約の締結 

承 諾 

基準日・協議開始日の通知 

協議が整わない 


